
　

笠
間
市
で
は
平
成
24
年
度
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
冷
媒
ヒ
ー
ト
ポ

ン
プ
給
湯
器
（
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
）
の
設
置
費
補

助
の
抽
選
申
込
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
概
要

は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
申
請
で
き
る
方

　
（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
）

　

①  

市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
ま
た
は
市
内

に
住
所
を
定
め
よ
う
と
す
る
方
の
う
ち
、

補
助
金
交
付
時
ま
で
に
笠
間
市
内
に
住

所
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
方

　

② 

自
ら
居
住
す
る
住
宅
（
店
舗
等
の
併
用

住
宅
を
含
む
）
に
補
助
対
象
設
備
を
設

置
す
る
方
お
よ
び
自
ら
居
住
す
る
た
め

に
市
内
に
補
助
対
象
設
備
付
き
住
宅
を

購
入
す
る
方

　

③ 

補
助
申
請
に
係
る
す
べ
て
の
手
続
き
を

平
成
25
年
３
月
21
日
ま
で
に
完
了
す
る

こ
と
が
で
き
る
方 

　

④ 

市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

■
申
込
期
間

　

４
月
２
日
（
月
）
〜
５
月
25
日
（
金
）

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
ま
で

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
申
請
受
付
窓
口　

　

 

環
境
保
全
課 

・ 

笠
間
支
所
地
域
課･

　

岩
間
支
所
地
域
課

■
申
請
書
類
等

　
 

右
の
申
請
受
付
窓
口
ま
た
は
笠
間
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
で
き
ま
す
。

■
注
意
点

　

① 

補
助
金
交
付
者
は
抽
選
に
よ
り
決
定
し

ま
す
。抽
選
日（
公
開
）は
５
月
29
日（
火
）

午
前
10
時
か
ら
笠
間
市
役
所
本
所
大
会

議
室
で
行
い
ま
す
。

　

② 

市
か
ら
交
付
決
定
通
知
が
届
く
前
に
工

事
を
開
始
し
た
方
に
は
補
助
金
の
交
付

が
で
き
ま
せ
ん
。

■
問
合
せ

　

環
境
保
全
課　

内
線
１
２
５
・
１
２
６

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
住
宅
用
二
酸
化

炭
素
冷
媒
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
給
湯
器
（
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
）

の
設
置
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

補助内容 太陽光発電システム 二酸化炭素冷媒ヒートポンプ
給湯器

補助対象

電力会社と電力受給契約および余剰
電力の販売契約をしているもので、
太陽電池モジュールの最大出力の合
計値が10kW未満の住宅用太陽光発
電システムの設置。

自らが居住する住宅に設置された年
間給湯効率がJRA3.1以上もしくは
JIS2.7以上（フルオート）、3.1以上
（セミオート）の機器の設置。

補助金額
１kW当たり60,000円
（限度額250,000円）

60,000円
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